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電気事業法施行規則の一部改正に伴う、
電ガネット入力方法の変更点について
(蓄電用の電気工作物登録)

電ガネットお知らせ(添付資料)
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電気事業法施行規則の一部改正に伴い、蓄電用の電気工作物の届出が必要となります。電ガネット上での入力方
法を次ページ以降記載します。

蓄電用の電気工作物を届出する場合のシステム対応について

発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物を登録する場合は、p.4-5、専ら自己の消費の用に供する蓄電用
の電気工作物を登録する場合は、p.6-7 をご参照ください。

※参考※ 様式 記載例（蓄電用）
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発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物 入力例

【発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物 入力サンプル】

特定発電用電気工作物の出力、特定発電用電気
工作物の接続最大電力、の欄に蓄電池出力の合計
値が自動計算される仕組みとなっております。

自動計算結果と実態が異なる場合、編集ボタンを押
下して、適切な値を入力してください。

※電気工作物内に蓄電池以外の原動力があった場
合は、その出力も含めた合計を入力してください。

「提供用途」は「発電事業」を入れてください。

自己託送に係る電力を記入ください。

記入にあたっては「自己託送を行うが、電気工作物ごとの自己託送電力を
特定できないため記入不可」はチェックを外して入力してください。

自己託送に係る電力が無い場合には「0」と記入ください。

「供給の相手方」は、該当がある場合は記入ください。
「供給の内容」の選択肢に該当するものがない場合は
備考欄に記載してください。
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【発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物-原動力情報 入力サンプル】

発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物-原動力情報 入力例

「原動力の種類」は「その他」を選択し、「原動力
（その他）」に「蓄電池」と入力してください。

原動力の備考欄に、以下を記載してください。

・発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物

・容量：届出に記載の容量発電事業の用に供する蓄電用の電気工作物

容量：50000kWh

「原動力の名称」には、蓄電池○号機と記載すること。1機
のみの場合は「蓄電池」と記載すること。

「出力」には、蓄電池の出力を入力してください。

出力（kW）が1000kW未満の発電所は登録不要です
（記載要領を参照）。
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専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物 入力例

【専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物 入力サンプル】

「周波数（Hz）」には蓄電池の周波数を入力してください。

「提供用途」は「専ら自己の消費」を入れてください。
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【専ら自己の消費の用に供する蓄電用-原動力情報 入力サンプル】

専ら自己の消費の用に供する蓄電用-原動力情報 入力例

「原動力の種類」は「その他」を選択し、「原動力（その
他）」に「蓄電池」と入力してください。

専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物

容量：50000kWh

原動力の備考欄に、以下を記載してください。

・専ら自己の消費の用に供する蓄電用の電気工作物

・容量：届出に記載の容量

「原動力の名称」には、蓄電池の名称(〇号機等)を入
力してください。

「出力」には、蓄電池の出力を入力してください。

出力（kW）が1000kW未満の発電所は登録不要です
（記載要領を参照）。


